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よ
り
有
料
化
以
外
の
施
策
を
検

討
す
る
と
の
見
解
が
出
て
い
る

こ
と
か
ら
、
本
陳
情
の
役
目
は
、

十
分
果
た
し
て
い
る
と
判
断
し

反
対
と
す
る
。
③
ご
み
減
量
化・

資
源
化
施
策
に
つ
い
て
、
ご
み

有
料
化
以
外
の
施
策
の
先
行
実

施
と
し
て
、
資
源
物
の
持
ち
去

り
禁
止
、
レ
ジ
袋
削
減
の
推
進
、

啓
発
普
及
の
継
続
的
な
実
施
と

資
源
化
・
減
量
化
を
徹
底
し
、

併
せ
て
一
般
廃
棄
物
処
理
基
本

計
画
に
つ
い
て
も
、
廃
棄
物
対

策
審
議
会
や
議
会
、
市
民
の
議

論
等
を
通
じ
て
、
見
直
す
方
針

が
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
本
市

の
今
後
の
動
向
を
見
守
っ
て
い

く
こ
と
と
し
、
反
対
と
す
る
。

　

本
委
員
会
は
議
案
７
件
を
審

査
し
た
。

　

議
案
第
１
０
８
号
「
平
成
20

年
度
流
山
市
水
道
事
業
会
計
補

正
予
算
（
第
２
号
）」（
主
な
意

見
）
①
今
回
の
補
正
は
、
つ
く

ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス
沿
線
整
備
事

業
費
自
体
は
減
額
と
な
っ
て
い

る
も
の
の
、
西
平
井
・
鰭
ケ
崎

地
区
の
工
事
費
に
つ
い
て
は
、

追
加
と
な
っ
て
い
る
。我
々
は
、

こ
の
沿
線
巨
大
開
発
に
一
貫
し

て
反
対
し
て
き
た
立
場
で
あ
り
、

早
期
の
事
業
の
見
直
し
を
実
施

し
、
水
道
事
業
会
計
へ
の
影
響

を
最
小
限
に
と
ど
め
る
べ
き
と

考
え
反
対
と
す
る
。②
本
案
は
、

江
戸
川
台
浄
水
場
の
更
新
事
業

に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
に

加
え
、
つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス

沿
線
地
区
の
配
水
管
整
備
に
つ

い
て
も
、
施
行
者
と
の
協
議
に

基
づ
い
て
企
業
と
し
て
の
経
済

性
を
発
揮
し
、
ま
た
配
水
管
改

良
並
び
に
拡
張
事
業
も
他
事
業

と
の
調
整
を
図
り
、
適
正
な
補

正
を
さ
れ
た
も
の
と
評
価
し
、

賛
成
す
る
。

タ
リ
ン
グ
制
度
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
指
定
期
間
に
関
し
て
も
、

問
題
は
な
い
と
考
え
る
た
め
賛

成
と
す
る
。
③
平
成
21
年
度
４

月
開
校
を
目
指
し
、
現
在
着
工

中
の
小
山
小
学
校
校
舎
建
設
等

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
受
託
者
で
あ
る

「
お
お
た
か
の
森
Ｐ
Ｆ
Ｉ
株
式

会
社
」
を
指
定
管
理
者
に
指
定

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
選
定

事
業
を
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
る
た

め
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
者
を
指
定
管

理
者
に
指
定
す
る
こ
と
を
要
求

水
準
書
の
段
階
よ
り
公
表
し
て

い
る
た
め
問
題
な
い
と
考
え

る
。
20
年
間
と
い
う
長
期
に
わ

た
る
指
定
期
間
で
あ
る
た
め
、

適
切
で
厳
正
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

制
度
を
実
効
し
て
い
く
こ
と
を

強
く
要
望
し
、
賛
成
す
る
。

　

本
委
員
会
は
、
議
案
５
件
お

よ
び
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
る

陳
情
１
件
を
審
査
し
た
。

　

陳
情
第
10
号
「
家
庭
ご
み
有

料
化
に
反
対
の
陳
情
書
」（
主
な

意
見
）
①
平
成
19
年
度
の
ご
み

の
総
発
生
量
が
前
年
度
と
比
較

し
て
減
少
し
た
た
め
９
月
議
会

に
は
、
有
料
化
の
条
例
は
提
案

が
見
送
り
と
な
っ
た
が
、
今
後

の
有
料
化
に
つ
い
て
は
、
中
止

の
明
言
は
な
か
っ
た
の
で
、
今

後
も
計
画
は
継
続
さ
れ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
循
環
型
社

会
の
形
成
を
図
る
た
め
と
い
っ

て
い
る
が
、
循
環
型
社
会
形
成

推
進
基
本
法
で
は
、
施
策
の
基

本
理
念
と
し
て
拡
大
生
産
者
責

任
を
掲
げ
て
い
る
が
、
財
界
な

ど
の
抵
抗
で
実
現
し
て
い
な
い
。

住
民
と
自
治
体
の
協
力
、
生
産

者
責
任
の
徹
底
で
こ
そ
、
ご
み

を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。よ
っ

て
、
本
陳
情
に
賛
成
と
す
る
。

②
趣
旨
に
完
全
に
反
対
す
る
訳

で
は
な
い
。
当
分
の
間
、
当
局

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

よ
っ
て
、
反
対
す
る
。

　

本
委
員
会
は
、
議
案
６
件
お

よ
び
陳
情
６
件
を
審
査
し
た
。

議
案
第
98
号
「
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て
」（
主
な
意
見
）

①
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
は
、「
官
か
ら

民
へ
」
で
大
企
業
の
利
益
を
作

り
出
し
、
地
域
経
済
に
も
貢
献

し
な
い
も
の
と
し
て
反
対
し
て

い
る
。
小
山
小
学
校
校
舎
等
Ｐ

Ｆ
Ｉ
事
業
は
、
学
校
を
開
発
に

伴
っ
て
移
動
さ
せ
る
た
め
に
行

わ
れ
て
お
り
、
大
企
業
の
利
益

優
先
を
さ
ら
に
進
め
る
も
の
で

あ
る
。
複
合
施
設
の
建
設
や
管

理
運
営
は
、
大
手
の
ゼ
ネ
コ
ン

や
企
業
で
あ
り
、
市
内
業
者
は

下
請
け
に
入
れ
ず
、
管
理
運
営

へ
の
地
元
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
出
番
も

な
い
。数
十
億
と
い
う
お
金
が
、

地
元
に
還
元
す
る
の
で
は
な

く
、
中
央
に
吸
い
取
ら
れ
て
い

く
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
今
回

の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
に
反
対
し
て
い

る
立
場
か
ら
本
議
案
に
反
対
す

る
。
②
国
は
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
に

よ
り
公
の
施
設
を
整
備
し
、
包

括
的
管
理
を
民
間
事
業
者
に
行

わ
せ
る
場
合
は
、原
則
と
し
て
、

指
定
管
理
者
制
度
を
採
用
す
る

こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
本
市

で
は
、
そ
の
要
請
に
基
づ
き
、

選
定
事
業
を
円
滑
に
推
進
す
る

た
め
に
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
者
を
指

定
管
理
者
に
指
定
す
る
こ
と

を
、
要
求
水
準
書
（
案
）
の
段

階
か
ら
公
表
し
て
い
る
。
指
定

期
間
を
契
約
書
に
お
け
る
維
持

管
理
期
間
と
す
る
こ
と
は
、
入

札
説
明
書
で
表
明
し
て
お
り
、

そ
の
背
景
に
は
、
厳
格
な
モ
ニ

委
員
会
の
審
査
状
況

総
務
委
員
会

教
育
福
祉
委
員
会

市
民
経
済
委
員
会

都
市
建
設
委
員
会

　

本
委
員
会
は
、
議
案
２
件
お

よ
び
請
願
１
件
を
審
査
し
た
。

議
案
第
93
号
「
平
成
20
年
度
流

山
市
一
般
会
計
補
正
予
算
」

（
主
な
意
見
）
①
１
億
６
千
万

円
余
り
を
減
額
す
る
も
の
で
、

し
尿
処
理
施
設
再
整
備
事
業
や

委
託
料
の
入
札
減
で
あ
る
。
減

額
補
正
が
多
い
中
で
、
保
育
所

の
待
機
児
童
の
解
消
の
た
め
の

保
育
士
賃
金
や
、
障
害
者
の
自

立
関
連
経
費
の
増
額
、
債
務
負

担
を
見
直
し
３
年
間
に
期
間
延

長
す
る
こ
と
で
経
費
削
減
を
図

る
な
ど
評
価
し
、
賛
成
す
る
。

②
入
札
の
減
に
よ
り
財
源
を
節

約
し
て
障
害
者
の
負
担
軽
減
、

独
居
高
齢
者
対
応
、
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
な
ど
、
限
ら

れ
た
財
源
の
中
で
市
民
生
活
を

守
ろ
う
と
い
う
姿
勢
が
表
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
賛
成
す
る
。
③

今
回
の
補
正
は
、
入
札
減
に
よ

る
補
正
が
主
な
も
の
で
あ
る
。

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
感
染
症

対
策
、
自
立
支
援
法
給
付
事
業

や
児
童
手
当
支
給
事
業
な
ど
の

増
額
補
正
が
さ
れ
て
お
り
評
価

で
き
る
。
プ
ラ
ザ
館
の
入
札
に

関
し
て
仕
様
書
を
見
直
し
、
人

件
費
を
含
め
て
計
上
す
る
こ
と

を
要
望
し
、
賛
成
す
る
。
④
商

工
費
や
民
生
費
等
の
予
算
を
増

や
す
点
は
評
価
す
る
が
、
来
年

４
月
か
ら
の
自
転
車
駐
車
場
料

金
引
き
上
げ
に
対
応
す
る
予
算

で
あ
り
、
市
民
の
暮
ら
し
に
欠

か
せ
な
い
足
を
奪
う
も
の
で
あ

る
。
沿
線
開
発
事
業
は
保
留
地

が
売
れ
ず
に
特
別
会
計
に

５
千
万
円
余
り
も
繰
り
出
す
の

は
、
こ
の
開
発
が
行
き
詰
っ
て

　「流山市議会基本条例」
 　　　委員会の素案を作成

開かれた議会！！
特別委員会の審議内容は、
市議会ホームページで
公開中です。

　平成２０年第１回定例会（３月）で設置した「議会基本条例策定特別委員会」では、これまで２０回におよぶ特別委員会を開催し、
本年第１回定例会（３月）に上程する「流山市議会基本条例」の素案を作成しました。特別委員会では、策定プロセスが重要であ
るという認識から、全議員を対象とした「議会基本条例集中講座」を開催しました。その後、市民の皆様へこの条例を認知してい
ただく中間報告として「議会基本条例シンポジウム」を開催して条例骨子を公表するとともに、議員自らが直接市民の皆様からご
意見、要望をお聞きする「議会基本条例市民報告会」を開催しました。今回の素案は、これまでのプロセスの中で、市民の皆様の
貴重なご意見と全議員からの意見を集約するとともに、特別委員会委員間の自由闊達な議論を行い作成したものです。平成２１年
1月２３日には、もう1度特別委員会を開催する予定ですが、条例制定前の素案として、市民の皆様に確認いただくよう全文を公
表するものです。　

（※注）この記事は、平成２１年１月16 日現在のものです。第１回定例会に上程される議案では、表現が異なる場合があります。

　流山市政は、流山市民（以下「市民」という。）の負託によるものであって、
その権利の源は市民にある。その権能は、選挙によって選ばれた市民の代表
者である市長と流山市議会（以下「議会」という。）が、市民福祉の向上のため、
市民の要望を把握して行使する。
　この条例は、主権在民を基調とする民主主義の原理に基づいている。
　市政の運営は、日本国憲法に基づく二元代表制の下で、市長と議会は市民の
負託を更に重く受け止めて活動し、市長は執行機関として、議会は合議制の
議決機関として、それぞれの異なる特性を活かしながら、競い合い、協力し
合わなければならない。そして、市長と議会には、緊張関係の下で、論点及
び争点を明確にし、流山市にとって最良の意思を決定することで、市民全体
の福祉向上と地域社会の活力ある発展を目指していく使命が課せられている。
　新しい地方主体の時代を迎え、地方自治の範囲が拡大した今日、自由と責任、

自立と連携を基本原則とした地方政府を目指す必要性が更に増してきている。
　よって議会には､ これまで以上に監視、調査、政策立案、立法の機能強化
が求められている。
　さらに、積極的な情報公開を率先して行い、より一層市民に開かれた議会
を実現しなければならない。また、議会は市民の多様な意見を的確に把握す
ることに日々努力し、常に市民との対話をおこない、市民の声を汲み取りな
がら、議員間で自由かったつな討議を重ね、市民に信頼される議会運営に取
り組まなければならない。
　議会は、この崇高な理念と目的を達成することを誓い、ここに流山市議会
基本条例を制定する。

（目的）
第１条　この条例は、議会運営における規範的事項を地方自治の本旨に基づ
き定めることにより、市民の負託に的確にこたえ、市民福祉の向上及び市
勢の伸展に寄与することを目的とする。
（他の条例との関係）

第２条　第１条の規定に基づき、この条例の趣旨に反する議会運営に関する
条例、規則等を制定してはならない。

（以下 3ページ）
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